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 ５月８日より、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことに対して、当校
では国や自治体からの通知等を受け，今後も対策に取り組みます。 

保護者の皆様におかれましても，以下のとおりご理解とご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
                  記 
 

 

１ 出席停止の措置 

「発症した日を０日とし、５日を経過し、かつ症状軽快後１日を経過するまで」を 

 基準とします。 

※無症状の感染者については、陽性と判明された日から５日を経過するまでを基準と 

します。 

（例）5/17 から登校可能  

５/11 ５/12 ５/13 ５/14 ５/15 5/16 5/17 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 

発症       

   ０日目 １日目   

   症 状 軽

快 

   

 

◆ お子さんに発熱や咳，鼻水，のど痛など，風邪症状が見られるとき 

 ・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には、無理をせず、自宅で療
養するようお願いします。できるだけ、医療機関を受診するようにしてください。  

・家庭の事情等で、医療機関等を受診しない場合、お子さんの症状軽快後１日を経過

した後、登校してください（症状軽減後，再度悪化し，感染が判明した事例がある
ため）。 
ただし，風邪症状を有しているお子さんが医療機関を受診して新型コロナウイルス
感染症によるものでないことが確認され，医師が登校可能と判断する場合，登校可
能となります。 

 
◆ 同居のご家族に風邪症状が見られるとき 
 ・本人が無症状ならば、登校可能です。 
 
 
              

（例）5/1９から登校可能  

５/11 ５/12 ５/13 ５/14 ５/15 5/16 5/17 5/18 5/19 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

発症         

      ０日目 １日目  

      症 状 軽

快 

  



 
 

◆ お子さんが５月７日までの「濃厚接触者」と同じ状況におかれたとき 
 ・濃厚接触者としての特定は行われないことになったため、感染が確認されていない 

場合は、直ちに出席停止の対象とはなりません。                      
    
◆ お子さんの感染が確認された場合 
 ・感染が確認されたら、学校にご連絡ください。その際、お子さんがいつから登校可 

能かをお知らせください。 
・療養解除までの期間，出席停止となります。 
・登校する際は，「療養解除届」をお子さんに持たせてください。「療養解除届」は
学校のホームページからダウンロードできます。なお，「療養解除届」は，保護者
等が記入するものです。いつから登校してよいのか，保健所や医療機関の指示のと
おり記入してください。 

 
◆  その他 
・日頃から、体温や健康状態の確認等、セルフチェックをしていただきますようお願 
 いします。また、引き続き、手洗い等の手指衛生、換気など、基本的な感染対策を 
 お願いします。 
・通学時に混雑した電車やバスを利用する場合には、できるだけマスクを着用するこ 
とをお勧めします。 

・学校到着後は、速やかに手を洗う、顔をできるだけ触らない等の指導を継続します 
ので、ご家庭でもご協力をいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【担当】 
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